
「地域防災マネージャー」制度

災害対策基本法に基づく「防災基本計画」等において、地方公共団体は、専門的知見を有
する防災担当職員の確保及び育成や、円滑な災害応急対応及び復旧・復興のための退職者の
活用等の人材確保方策を予め整えるよう努めることとされているところ

証 明 要 件

１．次に掲げる研修のいずれかを受講している者
・内閣府「防災スペシャリスト養成研修」全コース（防災基礎※を除く）

目的：防災活動の前提と遂行能力の習得
対象：国・地方公共団体で、①災害対策本部運営の中心的役割を担う職員、②個別課題に専門的に従事する職員、③防災部門の新任職員
研修構成：全１０コース（防災基礎※、災害への備え、警報避難、応急活動・資源管理、被災者支援、復旧・復興、指揮統制、対策立案、

人材育成、総合監理）

・防衛省「防災危機管理教育」
目的：地方公共団体等の防災・危機管理担当部課等で勤務するための専門知識・技能・能力を備えた人材の育成
対象：自衛官

・その他上記の研修と同様の効果を得られるものと認められる研修

２．次に掲げる防災実務経験をいずれも有する者
① 国の行政機関職員の課長補佐相当職以上の職位を経験 ② 防災行政経験５年以上又は災害派遣任務を有する部隊等経験２年以上

○ 防災の専門性を有する外部人材を、地方公共団体の「防災監」や「危機管理監」等で採用・
配置するに当たり、必要となる知識・経験等を有する者を「地域防災マネージャー」として
証明することで、地方公共団体における人材確保に資する

※ なお、「地域防災マネージャー」の交付を受けた者の採用・配置に要する経費（人件費）について
は、特別交付税措置の対象となる
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